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０
円
、
年
払
い
１
万
１
０
０

０
円
と
な
る
。

　「
個
人
賠
償
責
任
保
険
」

で
は
、
学
校
内
外
を
問
わ

ず
、
誤
っ
て
他
人
の
物
を
壊

し
た
り
、
け
が
を
さ
せ
た
場

合
の
賠
償
責
任
を
補
償
。
偶

然
な
事
故
で
、
法
律
上
の
損

害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ

と
で
損
害
が
生
じ
た
際
に
１

０
０
０
万
円
を
限
度
に
保
険

金
を
支
払
う
。

　
ま
た
、
子
ど
も
が
虐
待
な

ど
の
被
害
事
故
に
遭
っ
た
際

に
は
、
相
談
か
ら
解
決
ま
で

を
「
権
利
擁
護
費
用
保
険
」

　
特
別
支
援
教
育
を
必
要
と

す
る
満
５
歳
か
ら
満
18
歳
ま

で
の
子
ど
も
な
ら
、
健
康
告

知
・
医
師
診
査
不
要
で
誰
で

も
加
入
で
き
る
。
掛
け
捨
て

型
の
１
年
定
期
保
険
で
、
性

別
・
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
保

険
料
は
一
律
月
払
い
１
１
０

　
ぜ
ん
ち
共
済
は
、
「
ぜ
ん
ち
の
こ
ど
も
傷
害
保
険
」
を
１
月
５
日
か
ら
販
売
し
て

い
る
。
保
障
開
始
は
４
月
１
日
か
ら
。
特
別
支
援
学
級
の
子
ど
も
が
対
象
で
、
子
ど

も
自
身
の
リ
ス
ク
と
保
護
者
や
学
校
の
経
済
的
負
担
リ
ス
ク
に
備
え
る
「
個
人
賠
償

責
任
保
険
」
「
権
利
擁
護
費
用
保
険
」
「
傷
害
死
亡
・
入
院
・
通
院
保
険
」
を
セ
ッ

ト
で
提
供
す
る
。
特
別
支
援
学
級
の
児
童
生
徒
数
は
倍
増
し
て
お
り
、
現
場
か
ら
は

新
し
い
保
険
商
品
を
望
む
声
が
上
が
っ
て
い
た
。
同
社
で
は
こ
う
し
た
声
に
応
え
、

日
本
で
初
め
て
特
別
支
援
学
級
の
児
童
生
徒
の
た
め
の
保
険
を
開
発
し
た
。

で
補
償
す
る
。
同
社
規
定
の

被
害
事
故
が
対
象
で
、
弁
護

士
や
司
法
書
士
へ
の
費
用
が

生
じ
た
場
合
に
法
律
相
談
費

用
５
万
円
、
弁
護
士
費
用
１

０
０
万
円
、
接
見
費
用
１
万

円
を
限
度
に
保
険
金
を
支
払

う
。

　
さ
ら
に
、
学
校
内
外
を
問

わ
ず
、
不
慮
の
事
故
に
よ
る

死
亡
や
け
が
で
入
院
・
通
院

し
た
場
合
に
は
「
傷
害
死
亡

・
入
院
・
通
院
保
険
」
で
保

障
。
入
院
し
た
際
に
は
日
額

５
０
０
０
円
を
、
そ
の
入
院

期
間
中
に
手
術
を
受
け
た
と

き
に
は
３
万
円
、
通
院
で
は

日
額
２
０
０
０
円
、
死
亡
や

同
社
が
定
め
る
重
度
障
害
が

残
っ
た
場
合
に
は
10
万
円
を

保
険
金
と
し
て
支
払
う
。

　
同
社
は
事
業
開
始
以
来
、

特
別
支
援
学
級
専
用
の
保
険

ぜ
ん
ち
共
済
　
現
場
の
声
に
応
え
開
発

障
が
い
の
あ
る
人
の
た
め
の

専
門
保
険
会
社
と
し
て
、
障

が
い
者
を
支
援
す
る
団
体
や

施
設
な
ど
を
通
じ
て
、
保
険

商
品
を
提
供
。
こ
れ
ま
で
の

保
険
金
支
払
い
事
例
か
ら
、

障
が
い
の
あ
る
人
に
は
固
有

の
リ
ス
ク
傾
向
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
。
若
年
層

に
多
く
見
ら
れ
る
突
発
行
動

に
よ
る
物
の
破
損
事
故
は
、

「
自
分
の
思
い
を
う
ま
く
伝

え
ら
れ
な
い
」
「
違
う
環
境

の
変
化
」
が
あ
っ
た
と
き
な

ど
に
起
こ
る
と
い
う
。

　
同
社
で
は
こ
の
よ
う
な
事

故
に
対
し
て
個
人
賠
償
責
任

保
険
金
を
支
払
い
、
保
護
者

や
施
設
な
ど
の
経
済
的
負
担

を
カ
バ
ー
し
て
き
た
。
し
か

し
、
学
校
教
育
法
等
の
改
正

で
、
教
育
上
特
別
の
支
援
を

必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
対

し
て
適
切
な
教
育
（
特
別
支

援
教
育
）
を
行
う
こ
と
が
明

確
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
特
別
支
援
学
級
の
児

童
生
徒
数
は
こ
の
10
年
で
倍

増
。
特
別
支
援
学
級
の
現
場

か
ら
は
、
新
し
い
保
険
商
品

の
提
供
を
望
む
声
を
上
が
っ

て
い
た
。


